
あいちスポーツイノベーションプロジェクト推進事業委託業務 への質問及び回答

関連記載 質問 愛知県 回答

仕様書
４（１） ア（イ）

コンソーシアムの会員候補者についても提案内容に基づき決定する
形でしょうか？

コンソーシアムの会員候補者のうち、愛知県内のプロ・実業団ス
ポーツチーム及びあいちスポーツコミッション会員については愛知
県から直接参画を呼び掛ける予定です。あいちスポーツコミッショ
ン会員は以下のウェブサイトをご確認ください。
https://aichi-sc.jp/member/

その他の候補者については、受託者からの提案に基づき、愛知県と
の協議の上で決定します。

仕様書
４（１） ア（ウ）

「会議室の利用料については、 20 万円（税込）程度を想定」 につ
いて 、付属の音響設備も含めてでしょうか。部屋の利用料に含まれ
ないマイクなど必要な備品を示していただける と幸いです 。

音響設備（スピーカー・マイク等）及び会議室固定の映像設備（ス
クリーン・プロジェクタ）、演台・司会台は会議室利用料に含みま
す。簡易ステージのない会場を想定しています。

仕様書
４（１） イ（ア）

対象者が「企業等 1 0 例以上（県内に事業所を有すること）」とあ
りまして、この「企業等」というのは“県内のスポーツチーム”を想
定しているということでしょうか。もしくは例えばシーズを持って
いるスタートアップ企業を指していますでしょうか。後者の場合、
県内に事業所を有していない企業を対象にしてもよろしいでしょう
か。

ヒアリング対象としては、スポーツチーム及びシーズを有するス
タートアップ企業等を合わせて10例以上と想定しております。今後
のプロジェクトにつなげることを想定して、対象企業をご提案くだ
さい。スタートアップ企業に関しては県内に事業所がある企業が望
ましいですが、愛知県内での事業化に対応できる体制の企業であれ
ばこれに限りません。
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あいちスポーツイノベーションプロジェクト推進事業委託業務 への質問及び回答

関連記載 質問 愛知県 回答

仕様書
４（１）ウ

ウェブサイトのデザイン にかかる 以下の 点、 可能な範囲で 目安を
頂けますと幸いです 。
①ウェブサイト公開時に掲出されている必要最小限の情報
②デザインのチェック過程、ウェブサイトの階層・構成固め、制作
スケジュールの目安
③CMS 等で更新する情報・コンテンツの範囲
④貴県にて編集する部分（お知らせや新着情報だけなのか、ウェブ
サイトすべてか）
⑤ブラウザについて、 360 Safe Browser 、 Opera の最新版にも対
応となると工数が増します
が、その確認は誰がどのタイミングでどのように行うでしょうか

①コンソーシアムの概要（設置目的、業務内容、会員）
②契約後、まずラフ案を県に提示いただき、階層及び構成について
調整します。その後、公開前に県で２回程度のデザイン・記載内容
確認を行います。以降の更新については、事業の進捗に合わせて公
開することとしてください。
③今回の委託範囲外で愛知県や会員団体の取り組むオープンイノ
ベーションプロジェクトや、スポーツを支える人材育成等に関する
事業の情報を「お知らせ」、「新着情報」のような形で掲載するこ
とを想定しています。
④編集範囲は③でお答えした通りです。また、会員企業の追加が
あった場合、愛知県が更新できるようにしてください。ウェブサイ
トのすべてには渡りません。
⑤各ページの公開前に受託者の側で動作確認を行ってください。

仕様書
４（２）ア
（ア）（ウ）

ワークショップの定義について、例えばスポーツビジネスの現場に
赴く「フィールドワーク」を講座と合わせて同日に行うものは、認
められるでしょうか。

「ワークショップ」は、講座の参加者が何らかのアウトプットを行
うことを想定しています。そのための手法については、「フィール
ドワーク」を行う場合も含めて、ご提案に基づいて県と協議の上、
実施していただきます。

仕様書
４（２）ア（エ）

参加者の所属学校は県内の学校に限定されますでしょうか 。 参加者は、県内の学校の学生には限定しません。
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あいちスポーツイノベーションプロジェクト推進事業委託業務 への質問及び回答

関連記載 質問 愛知県 回答

仕様書
４（３）イ（ウ）

二次審査の選定委員会による審査の方法（書類審査のみ/プレゼン
テーションを実施等）は委託事業者からの提案内容次第という理解
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。審査方法は、受託者からの提案内容に基づ
き決定します。

仕様書
４（３）イ（ウ）

人数、謝金の目安はございますでしょうか。 人数の目安はありませんが、「複数の」有識者が審査に関与する体
制としてください。また、謝金の目安はありません。受託者に委託
の範囲内で支払っていただくものであり、受託者からの提案に基づ
いて決定します。

仕様書
４（３）オ（イ）

支援金額について、本事業の委託費からは別に貴県からの支払い が
ある ということでよろしいでしょうか 。また 1 社あたりの支払い上
限金額はございますでしょうか。

支援金は委託の範囲内で、受託者からソリューションの提案者に支
払っていただきます。支援金の上限額は実証の採択件数にもよりま
すが、１件のみ採択する場合、１社あたりの支払い上限額は500万円
となります。なお、支援金の下限に定めはありません。
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